
○由布市有料広告掲載に関する要綱 

平成２０年１月２９日 

告示第７号 

改正 平成３０年５月２日告示第６１号 

令和２年３月１９日告示第２８号 

令和４年１月２５日告示第８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、企業等に係る情報（以下「広告」という。）を有料で掲載す

ることにより、地域経済の活性化及び市の自主財源の確保を図ることを目的とし

て実施する、有料広告掲載の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。 

（広告の掲載媒体） 

第２条 広告を掲載する媒体（以下「広告媒体」という。）は、次に掲げる市が作

成又は保有するもののうち、広告掲載が可能なものをいう。 

（１） ウェブサイト（ホームページ） 

（２） 封筒 

（３） チラシ等広報物 

（４） 市が保有する構造物 

（５） 公用車 

（６） その他市長が認めるもの 

（広告の規格等） 

第３条 広告掲載枠の規格、位置、枠数、掲載期間等については、広告媒体ごと

に、市長が別に定める。 

（広告掲載内容） 

第４条 掲載できる広告の範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

（１） 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの 

（２） 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの 

（３） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条に規定する営業に該当するもの 

（４） 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条に規定する貸金業に関する

もの 

（５） 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに

類するもの 

（６） 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの 

（７） 虚偽又は誇大な表現等と認められ不適切なもの 

（８） 市が推奨していると誤解を招くおそれのあるもの 

（９） 情報の真偽及び情報源が明確でないもの 

（１０） 法律に定めのない医療類似行為を行う施設及び器具等に係るもの 



（１１） その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの 

（広告の募集） 

第５条 市長は、広告媒体ごとに、広告を掲載しようとする者及び団体（以下「広

告申請者」という。）を市報等により公募するものとする。 

（広告申請者の資格） 

第６条 次の各号のいずれかに該当するものは申請の資格を有しない。 

（１） 市税を滞納しているもの 

（２） 市の指名停止（由布市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加

資格者の指名停止等措置要綱（平成１７年告示第４号。以下「指名停止等措置

要綱」という。）第２条第１項に規定するもの）を受けているもの 

（３） 暴力団関係者（指名停止等措置要綱中別表第３に規定するもの） 

（４） 法律、法令に基づく命令、条例及び規則に違反しているもの 

（５） 公序良俗に反する事業を行う団体 

（６） その他、社会通念上、適当と認められないもの 

（審査委員会の設置） 

第７条 広告を適正に掲載するため、由布市広告審査委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

（広告の掲載申請等） 

第８条 広告申請者は、由布市有料広告掲載申請書（様式第１号）により、市長に

申請しなければならない。 

２ 市長は、新たに前項の申請があったときは、前条に規定する委員会の審査を経

て、各広告媒体における広告掲載の資格及び広告掲載者（以下「広告掲載者」と

いう。）を決定し、その結果を、由布市有料広告掲載決定・却下通知書（様式第

２号）により通知するものとする。 

３ 広告掲載者の数が、広告掲載枠の枠数を超えたときは、原則として抽選の方法

により広告掲載者を決定するものとする。 

（権利譲渡等の禁止） 

第９条 広告掲載者は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（広告掲載の特例） 

第１０条 市長は、広告媒体によって第４条に定める要件を満たしていれば、広告

掲載の手続を市と契約等をする広告取扱業者をして行うことができる。ただし、

広告掲載者及び広告内容については事前に市長に提出する。 

２ 市長は、前項の手続を行う場合その他市長が必要と認める場合は、第５条に定

める規定によらず、広告掲載者を選定することができるものとする。 

（広告掲載料） 

第１１条 掲載料は、広告媒体ごとに広告掲載者と協議する。 

（広告掲載料の納付） 



第１２条 第８条第２項及び第１０条第２項の規定により決定した広告掲載者は、

市長が指定する期日までに、広告掲載料を納付しなければならない。 

（掲載料の返還） 

第１３条 既納の広告掲載料は返還しない。ただし、市の都合により広告の掲載が

できなくなった場合はこの限りではない。 

（広告掲載の取り消し） 

第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り

消すことができる。 

（１） 市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。 

（２） 掲載期間中に、広告掲載者が第６条各号のいずれかに該当したとき。 

（３） その他、市長が特に広告の掲載に支障があると認めたとき。 

（広告に関する責任） 

第１５条 広告に関する責任は、広告取扱業者及び広告掲載者が自らの責において

負うものとする。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年５月２日告示第６１号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月１９日告示第２８号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年１月２５日告示第８号） 

この要綱は、令和４年１月２５日から施行する。 

 



 



 



様式第１号（第８条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

 


